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Ⅰ 伐採，造林，保育その他森林の整備に関する基本的な事項 

１ 森林整備の現状と課題 

   南三陸町の民有林面積は１０，７４２ha、森林面積の８６％にあたり、蓄積は３，２２５千㎥にな

る。  

   民有林のうち人工林の面積は６，５８４ha、人工林率は６１％（県平均は５４％）であり、その資

源は利用時期にあり、循環利用を図るための適正な森林整備が課題となっている。森林整備を着実か

つ合理的に推進していくためには、その基盤である林道、作業道等の路網整備を推進するとともに、森

林組合等の育成、森林施業の集約化、機械化の推進が必要である。また、林業生産活動を通じ、森林資

源の質的な充実、水源の涵養、山地災害の防止等の公益的機能の発揮、温室効果ガス削減に資するため

にも健全な森林整備及び保全の一層の推進が必要である。 

 

２ 森林整備の基本方針 

(1) 森林の有する機能に応じた望ましい森林資源の姿  

イ 水源涵養機能   

     林木の樹冠及び根系の発達が良好で、団粒構造がよく発達し、かつ、粗孔隙に富む森林土壌を

有し、成長のおう盛な下層植生がほどよく発達した森林であって、必要に応じて浸透を促進する

治山施設等が整備されている森林 

ロ 山地災害防止機能，土壌保全機能 

     根系が深くかつ広く発達し、常に落葉層を保持し、適度の陽光が入ることによって下層植生の

発達が良好な森林であって、必要に応じて土砂の流出・崩壊を防止する治山施設等が整備されて

いる森林 

ハ 快適環境形成機能 

     樹高が高く下枝が密に着生しているなど風、飛砂、騒音等を遮蔽(しゃへい)する能力が高く、

諸害に対する抵抗性が高い樹種又は葉量の多い樹種によって構成されている森林 

ニ 保健・レクリエーション機能 

     多様な樹種からなり、かつ、林木が適度な間隔で配置されている森林、湖沼、渓谷等と一体と

なって優れた自然美を構成する森林、多様な樹種及び林相からなり、明暗・色調に変化を有する

森林、郷土樹種を中心として安定した林相を形成している森林であって、必要に応じて保健・教

育的活動に適した施設が整備されている森林 

ホ 文化機能 

     街並み、史跡、名勝等と一体となって潤いのある自然景観や歴史的風致を構成している森林で

あって、必要に応じて文化・教育的活動に適した施設が整備されている森林 

ヘ 生物多様性保全機能 

     全ての森林が発揮する機能であるが、特に属地的に機能が発揮されるものとしては、原生的な

森林生態系，希少な生物が生育・生息している森林、陸域・水域にまたがり特有の生物が生育・

生息している渓畔林、学術的に貴重な生物が生息している森林 

ト 木材等生産機能 

     林木の生育に適した森林土壌を有し、適正な密度を保ち、二酸化炭素の固定能力が高く、団地

的なまとまりがあって形質の良好な林木からなる成長量の多い森林であって、林道等の林業生
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産基盤が適切に整備され、持続的な森林生産が安定的かつ効率的に実施することができる森林 

チ 地球環境保全機能 

     二酸化炭素の吸収や炭素の固定、蒸発発散作用等により地球環境を調節する属地性のない機

能であり、全ての森林が発揮する。 

(2) 森林整備の基本的な考え方及び森林施業の推進方策 

    森林の有する機能の充実と機能間の調整を図り、多面的機能を総合的かつ高度に発揮させるた

め、各機能の増進を図るための森林施業を推進すべき森林の整備及び保全の方針を次のとおりと

する。 

イ 公益的機能別施業森林 

(ｲ) 水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林（水源涵養機能維  

持増進森林） 

       洪水の緩和や良質な水の安定供給を確保する観点から、適切な保育・間伐を促進しつつ、

下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本とするとともに、伐採に伴って発生する裸地に

ついては縮小並びに分散を図る。また、水源涵養の機能が十分発揮されるよう保安林の指定

やその適切な管理を推進することを基本とする。 

(ﾛ) 土地に関する災害の防止機能及び土壌の保全の機能の維持増進を図るための森林施業を

推進すべき森林（山地災害防止・土壌保全機能維持増進森林） 

            災害に強い地盤を形成する観点から、地形、地質等の条件を考慮した上で、林床の裸地化

の縮小並びに回避を図る施業を推進する。また、土砂流出防備機能が十分に発揮されるよう

保安林の指定やその適切な管理を推進するとともに、必要に応じて谷止めや土留等の治山施

設を整備する。 

(ﾊ) 快適な環境の形成の機能の維持増進を図る森林施業を推進すべき森林（快適環境形成機   

能維持増進森林） 

            地域の快適な生活環境を保全する観点から、風・騒音等の防備や大気の浄化のために有効

な森林の構成を基本とし、樹種の多様性を増進する施業や適切な保育・間伐等を推進する。

また、環境保全のための保安林の指定やその適切な管理、海岸林の保全を推進する。 

(ﾆ) 保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林（保健・レクリエーショ

ン機能維持増進森林） 

            地域住民に憩いと学びの場を提供する観点から、立地条件や地域のニーズ等に応じ広葉樹

の導入を図るなどの多様な森林整備を推進することとする。また、保健等のための保安林の

指定やその適切な管理を推進する。 

ロ 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林（木材等生産機能維持  

増進森林） 

木材等の林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給する観点から、森林の健全性を確保し、木

材需要に応じた樹種、径級の林木を生育させるための適切な造林、保育及び間伐等を推進する。

また、施業の集約化・機械化を前提とした路網整備に配慮し、効率的に森林整備を推進する。 

(3) 造林から伐採に至る森林施業の推進方策 

間伐の着実な実施が課題となっていること、今後主伐期を迎える林分が多くなること等から、高

性能林業機械の導入を含め、合理的な森林施業の推進体制の整備を図る。 

        また、森林所有者や森林組合等との連携のもと森林施業の共同化を推進するとともに、森林経営

の受委託を促進し施業の集約化を図る。 
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３ 森林施業の合理化に関する基本方針 

     宮城北部流域森林・林業活性化センタ－との連携のもとに、森林整備から素材生産・加工・流通に至

るまでの体制整備を効率的に推進するとともに、それぞれの部門及び関係機関（森林管理署、県、森林

組合及びその他関係機関）の連携を強化しながら林業諸施策の総合的な実施を計画的に推進する。 

Ⅱ 森林整備に関する事項 

第１ 立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く） 

１ 樹種別の立木の標準伐期齢 

   主要樹種別の標準伐期齢は、平均生長量が最大となる林齢を基準とし、森林の有する公益的機能、 

既往の平均伐期齢及び森林の構成を勘案して、次表のとおり定める。 

    標準伐期齢 

樹     種 

ス ギ ヒノキ 
アカマツ 

クロマツ 
カラマツ 

その他 

針葉樹 
クヌギ 

その他 

広葉樹 

３５年 ４０年 ３５年 ３０年 ４０年 １０年 ２０年 

 

２ 立木の伐採（主伐）の標準的な方法 

   立木の伐採（主伐）の標準的な方法については、森林の有する多面的機能の維持増進を図ることを旨

とし、以下のとおりとする。 

   なお、主伐とは、更新（伐採跡地が再び立木地となること）を伴う伐採であり、その方法は皆伐また

は択伐によるものとする。 

皆伐：皆伐は、主伐のうち択伐以外のものとする。皆伐に当たっては、気候、地形、土壌等の自然

的条件及び公益的機能の確保の必要性を踏まえ、適切な伐採区域の形状、１箇所当たりの伐

採面積の規模及び伐採区域のモザイク的配置に配慮し、適確な更新を図ることとする。 

択伐：択伐については、主伐のうち、伐採区域の森林を構成する立木の一部を伐採する方法であっ

て、単木・帯状または群状に伐採区域全体でおおむね均等な割合で行うものとする。また、

森林の多面的機能の維持増進が図られる適正な林分構造となるよう一定の立木材積を維持

するものとし、適切な伐採率によることとする。 

(1) 育成単層林施業 

イ 皆伐後新植を行う森林 

皆伐は、人工林、または、気候等の自然的条件及び林業技術の動向から人工林の造成が確実で、

森林生産力の増大が相当程度期待される天然林において行うものとする。皆伐を実施する場合は、

林地の保全及び公益的機能に配慮し、１箇所当たりの伐採面積を適切な規模とする。また、伐採

する箇所の分散を図るほか、造林地を寒風害等の諸被害から守るため保護樹帯を積極的に設置す

るものとする。 

なお、人工林の主伐は樹種ごとの生産目標に対応する径級に達した時期に行うものとし、特に

花粉の発生源となるスギ等人工林については、伐採・植替えの促進に努める。また、スギの主伐時

期の目安は次のとおりとする。 
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     主伐時期の目安  

樹 種 
標 準 的 な 施 業 体 系 主伐時期の目安 

(年) 生産目標 胸高直径(cm) 

スギ 

一般小径材 

一般中径材 

大径材 

２３ 

２８ 

３４ 

３５ 

５０ 

７０ 

ロ 皆伐後天然更新を行う森林 

皆伐後天然更新を行う森林は、アカマツ等の天然更新が確実な林分及びコナラ、クヌギ等のぼ

う芽による更新が確実な林分とする。 

１箇所当りの伐採面積及び伐採箇所は人工造林の場合に準ずるが、更新を確保するための伐区

の形状、母樹の保残等について配慮するとともに、ぼう芽更新に当たっては、優良なぼう芽を発

生させるため、１１月から３月の間に伐採するものとする。 

(2) 育成複層林施業 

イ 択伐を行う森林 

択伐は、複層林施業等を導入することが望ましいと認められる林分で行うものとする。伐採に

あたっては、下木の成長と公益的機能の維持に配慮しつつ、森林生産力の増進を図ることができ

る適正な林層、林齢からなる林型に誘導できるよう伐採率等に配慮するものとする。 

(3) その他 

 イ 森林の生物多様性保全の観点から、野生生物の営巣等に重要な空洞木について保残に努める

こととする。 

 ロ 森林の多面的機能の発揮の観点から、伐採跡地が連続することがないよう、伐採跡地間の距離

として、少なくとも周辺森林の成木の樹高程度の幅を確保する。 

 ハ 林地の保全、雪崩、落石等の防止、風害等の各種被害の防止、風致の維持等のため、渓流周辺

や尾根筋等に保護樹帯を設置する。 

 

第２ 造林に関する事項 

１ 人工造林に関する事項 

  人工造林については、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林や公益的機能の発揮の必要性

から植栽を行うことが適当である森林のほか、木材等生産機能の発揮が期待され、将来にわたり育成

単層林として維持する森林において行うこととし、その標準的な方法は、以下のとおりとする。 

(1) 人工造林の対象樹種 

     人工造林の対象樹種は適地適木を旨とし、立地条件、地域における種苗の需給動向及び木材の利

用状況等を勘案し、下表のとおりとする。 

また、苗木を選定する際は、成長に優れた苗木や花粉発生源対策の加速化に資する花粉の少ない

苗木の導入に努める。 

        なお、定められた樹種以外の樹種を植栽しようとする場合は、県の林業普及指導員又は町の林

業担当と相談の上、適切な樹種を選択する。 

 

   人工造林の対象樹種 

人工造林の対象樹種 

 スギ、ヒノキ、アカマツ、カラマツ、クヌギ、ケヤキ、コナラ 
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(2) 人工造林の標準的な方法 

イ 人工造林の樹種別及び仕立ての方法別植栽本数 

           植栽本数は、既往の植栽本数を勘案して次表を標準とする。また、複層林化を図る場合の樹

下植栽については、標準的な植栽本数に下層木以外の立木の伐採率（材積による率）を乗じた

本数以上を植栽するものとする。 

           なお、標準植栽本数の範囲を超えて植栽しようとする場合は、県の林業普及指導員又は町の

林業担当と相談の上、適切な本数を決定する。 

 

樹 種 生産目標 
標準的な植栽本数 

（ｈａ当たり） 
備  考 

ス ギ 一 般 材 ３，０００本 

 低コスト造林のため、活着率の高い植栽法

又は初期成長が期待できる植栽法（コンテナ

苗、大苗等）による場合は、１ヘクタール当

たり 1,000 本～2,000 本とすることも可とす

る。 

ただし、地形・地質や土壌条件、地域の気象

条件等を十分勘案し、成林が見込まれる場合

にのみ実施するものとする。 

ヒノキ 一 般 材 ３，０００本 

アカマツ 一 般 材 ４，０００本 

ロ その他人工造林の方法 

区 分 標  準  的  な  方  法 

地拵えの方法 
 表土の流出に十分に考慮し、また、地形及び林況に応じて適切な方法によ

り行うこととする。主として棚積み地拵え又は枝条散布地拵えとする。 

植付け方法 
 土壌の性質及び苗木の特性に配慮し、根が土に十分密着するよう、ていね

い植えとする。保育や伐採の便を考え、正方形または方形植えが望ましい。 

植栽の時期 
 気候及び苗木の生理的条件に配慮して適切な時期に行うこととし、原則と

して春期３月中旬から５月中旬とする。 

(3) 伐採跡地の人工造林をすべき期間 

     森林の有する機能の維持及び早期回復並びに森林資源の造成を図る観点から、伐採後２年以内

に植栽するものとする。また、択伐によるものについては、森林の有する機能への影響が比較的

小さいことから、伐採後５年以内に植栽するものとする。  

 

２ 天然更新に関する事項 

    天然更新は、地域の気候、地形、土壌等の自然的条件、林業技術体系からみて、主として天然力の

活用により適確な更新が図られる森林において行うこととする。 

(1) 天然更新の対象樹種 

     天然更新の対象樹種は、対象森林に関する自然条件・周辺環境等を勘案し下表のとおりとする。 
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      天然更新の対象樹種 

天然更新の対象樹種 アカマツ、コナラ、クリ、サクラ等 

   ぼう芽による更

新が可能な樹種 

コナラ、クリ、サクラ等 

(2) 天然更新の標準的な方法 

イ 天然更新の標準的な方法 

          天然更新の対象樹種の期待成立本数として想定される本数は下表のとおりであり、その本数

に１０分の３を乗じた本数以上の草丈以上のものを更新させるものとする。 

          また、伐採時に天然更新が困難と判断される場合には天然更新補助作業により確実な更新を

図ることとし、その方法は下表のとおりとする。 

 

      天然更新の対象樹種の期待成立本数       

樹   種 期待成立本数 

（宮城県天然更新完了基準による） 

 

      天然更新補助作業の標準的な方法 

区  分 標準的な方法 

地表処理 
地表処理は、ササや粗腐食枝葉の堆積により天然下種更新が阻害されている箇

所について、かき起こし又は枝条整理等の作業を行うこと。 

刈 出 し 
刈出しは、ササなどの下層植生により天然稚樹の成育が阻害されている箇所に

ついて行うこと。 

植え込み 
植え込みは、天然稚樹等の生育状況を勘案し、天然下種更新の不十分な箇所に必

要な本数を植栽すること。 

芽 か き 
芽かきは、伐採後３年間程度は自然淘汰にまかせ、伐採後４～８年目ころに優勢

なものを１株当たり３～５本程度残し、それ以外はかき取ること。 

ロ その他天然更新の方法   

          宮城県天然更新完了基準に基づく調査を行うこととし、更新が確認されない場合は、植栽又は

更新補助作業による確実な更新を図るものとする。 

(3) 伐採跡地の天然更新をすべき期間 

     伐採跡地の天然更新をすべき期間は、森林の有する公益的機能の維持及び早期回復のため、 

５年以内とする。 

 

３ 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の所在 

 ぼう芽更新に適した立木や天然下種更新のための母樹の賦存状況、天然更新に必要な稚幼樹の生

育状況、林床や地表の状況、病虫獣害などの被害の発生状況、当該森林及び近隣の森林における主伐

箇所の天然更新の状況、その他の自然条件を踏まえ、森林の早期回復に対する社会的要請等を勘案

し、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林を下表のとおりとする。       

森 林 の 区 域  備    考  

該 当 な し   



7 

４ 森林法第１０条の９第４項の伐採の中止又は造林の命令の基準 

(1) 更新に係る対象樹種 

イ 人工造林の場合  

          １の（１）による。 

ロ 天然更新の場合 

          ２の（１）による。 

(2) 生育し得る最大の立木の本数として想定される本数 

     植栽によらなければ適確な更新が困難な森林以外の森林の伐採跡地における植栽本数として、

天然更新の対象樹種の立木が５年生時点で生育し得る最大の立木の本数として想定される本数

は、２（２）イによる。 

 

第３ 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育の  

基準 

 

１ 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法 

   標準的な間伐の実施時期は表のとおりであるが、立木の成長の促進、林分の健全化及び利用価値の

向上を図るため、標準伐期齢未満においては１０年間隔、標準伐期齢以上においては１５年間隔を目

安とし、適切に実施することとする。 

  

樹 種 施業体系 
植栽本数 

(本/ha) 

間伐を実施すべき標準的な林齢（年） 標準的な方法 備考 

初 回 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 ①生産目標、生産力及び気

象条件等を考慮するとと

もに、密度管理図及び収穫

表により、適正な本数及び

材積になるよう実施する

こと。 

②具体的な作業について

は、「間伐のすすめ」昭和

54年 3月・宮城県林政課）

及び「長伐期施業の手引

き」（平成 6年 4月・宮城

県林政課）を参考とするこ

と。 

 

ス ギ 

生産目標 

一般材 

 

3,000本 

１５ 

(26％) 

 

２０ 

(28％) 

 

２５ 

(26％) 

 

３５ 

(27％) 

 

５０ 

(30％) 

 

生産目標 

良質柱材 

 

4,500本 

１０ 

(14％) 

 

１６ 

(20％) 

 

２１ 

(25％) 

 

３０ 

(22％) 

 

４０ 

(29％) 

 

ヒノキ 

生産目標 

一般材 

 

3,000本 

１８ 

(29％) 

 

２３ 

(29％) 

 

３０ 

(28％) 

 

４２ 

(29％) 

 

６５ 

(28％) 

 

ア カ マ

ツ 

生産目標 

一般材 

 

4,000本 

２０ 

(25％) 

 

３０ 

(17％) 

 

４０ 

(20％) 

 

  

※標準伐期齢を越える林齢についても対象とした。高齢級の森林における間伐については、立木の成長力

に留意すること。 
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２ 保育の作業種別の標準的な方法 

(1) 下刈り 

 

 

樹  種 

実施すべき標準的な林齢及び回数 標準的な方法 備 考 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 

ス  ギ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○     ○：１回刈り 

 

◎：２回刈り 

 

全刈を基準とする 

 

ヒノキ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○     

アカマツ ○ ◎ ○ ○ ○      

(2) つる切 

樹  種 
実施すべき標準的な林齢及び回数 

標準的な方法 備 考 
８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 

ス  ギ  ○    ○     
植栽木にまきつい

たつる類を取り除

く 

 ヒ ノ キ ○    ○      

アカマツ   ○    ○    

(3) 除間伐 

樹  種 
実施すべき標準的な林齢及び回数 

標準的な方法 備 考 
８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 

ス  ギ  ○    ○     

植栽木以外の樹木

及び不良木の除去 

 

ヒ ノ キ ○    ○      

アカマツ   ○    ○    

(4) 枝打 

樹  種 
実施すべき標準的な林齢及び回数 

標準的な方法 備 考 
７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 

ス  ギ    ○     ○  Ⅲ齢級地上 1.8ｍ

Ⅳ齢級地上 4.0ｍ 

 

ヒノキ ○    ○    ○  

 

３ その他間伐及び保育の基準 

   次の森林のうち、間伐又は保育を早急に実施する必要のあるものについては、具体的な施業の方法

及び時期を定め、積極的に実施する。 

  ① １６年生以上の人工林で、間伐を行っていない森林 

② 下刈りの実施が不十分であるため植栽木の成長が阻害されているが、下刈りを実施することに

よって回復が見込まれる森林 
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  ③ 植栽木の成長が著しく阻害されているが、除伐を行うことによって回復が見込まれる森林 

 

４ その他必要な事項 

(1) 計画期間内に間伐等を実施する必要のある森林 

    該当なし 

 

第４ 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 

１ 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域における森林施業の方法 

    公益的機能別施業森林の区域及び森林施業の方法については、保安林などの法令に基づき森林施

業に制限を受ける森林の所在、森林の立地条件、森林の機能の評価区分（「森林の機能別調査実施要

領の制定について」（昭和５２年１月１８日付け５２林野計第５３２号林野庁長官通知）に基づく評

価区分）及び「Ⅰ.２ 森林整備の基本方針」を踏まえ、森林の現況、路網整備状況及び社会的要請

等を勘案し、次のとおりとする。 

(1) 水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林（水源涵養機能維持増  

進森林） 

イ 区域の設定 

          この森林は、水源かん養保安林や干害防備保安林、ダム集水区域や主要な河川の上流に位置

する水源地周辺の森林、地域の用水源として重要なため池、湧水地、渓流等の周辺に存する森

林、水源涵養機能の評価区分が高い森林等であり、その区域は別表１のとおりとする。 

ロ 森林施業の方法（伐期の延長を推進すべき森林） 

          下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本とし、伐期の間隔の拡大、伐採に伴って発生す

る裸地の縮小及び分散を図ることとし、次のとおり定め、その区域は別表２のとおりとする。 

(ｲ) 植栽 

             主伐後５年経過しても更新が図られていない場合、５年生における期待成立本数の３０％

以上の本数となるよう植栽することとし、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林につ

いては、標準的な植栽本数を２年以内に植栽する。 

(ﾛ） 間伐 

           おおむね５年後に樹冠疎密度が１０分の８以上に回復することが見込まれる森林において、

材積率で３５％以内の伐採を行う。 

(ﾊ） 主伐 

            主伐を行う林齢は、標準伐期齢プラス１０年以上とする。皆伐を行う際は，更新未完了の

伐採区域が連続して２０ha を超えないこと。 

(2) 土地に関する災害の防止機能及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健文化機

能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林その他水源涵養機能維持増進森林以外の

森林 

イ 区域の設定 

(ｲ)  土地に関する災害の防止機能及び土壌の保全の機能の維持増進を図るための森林施業を  

推進すべき森林（山地災害防止・土壌保全機能維持増進森林） 

            この森林は、土砂崩壊防備保安林、土砂流出防備保安林、なだれ防止保安林、落石防止保

安林や、砂防指定地周辺、山地災害危険地区等や山地災害の発生により人命・人家等施設へ

の被害のおそれがある森林、山地災害防止機能の評価区分が高い森林等であり、その区域は

別表１のとおりとする。 

(ﾛ） 快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林（快適環境  
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形成機能維持増進森林） 

            この森林は、飛砂防備保安林、潮害防備保安林、防風保安林、防雪保安林、防霧保安林、

防火保安林や、住民の日常生活に密接な関わりを持ち塵等の影響を緩和する森林、風害、霧

害等の気象災害を防止する効果が高い森林、生活環境保全機能の評価区分が高い森林等であ

り、その区域は別表１のとおりとする。 

(ﾊ） 保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林（保健文化機能維持増  

進森林） 

            この森林は、保健保安林、風致保安林、都市緑地法に規定する緑地保全地域及び特別緑地

保全地区、都市計画法に規定する風致地区、文化財保護法に規定する史跡名勝天然記念物に

係る森林、キャンプ場・森林公園等の施設を伴う森林などの町民の保健・教育的利用等に適

した森林、史跡等と一体となり優れた自然景観等を形成する森林、保健文化機能の高い森林

等であり、その区域は別表１のとおりとする。 

ロ 施業の方法 

          イの区域のうち、特に機能の発揮が求められる森林は択伐による複層林施業を推進すべき森

林とし、そのほかは択伐以外の方法による複層林施業を推進すべき森林とし、適切な伐区の形

状・配置等により伐採後も機能の確保ができる森林は長伐期施業を推進すべき森林とする。ま

た、地域独自の景観のため特定の広葉樹を育成することが必要な場合は、特定広葉樹育成施業

を推進すべき森林とする。 

          森林施業の方法は次のとおりとし、その区域は別表２のとおりとする。 

(ｲ) 択伐による複層林施業を推進すべき森林 

a 植栽 

              複層林における標準的な植栽本数を５年以内に植栽する。 

b 間伐 

              複層林への誘導前の間伐においては、収量比数(Ry)が０．８５以上の森林について、０．

７５以下となるよう間伐する。 

c 主伐 

              標準伐期齢時点における立木材積の１０分の７以上の材積が確保されるよう伐採する

ものとする。 

(ﾛ) 複層林施業を推進すべき森林（択伐以外の方法による） 

a 植栽 

              主伐後５年経過しても更新が図られていない場合、５年生における期待成立本数の３

０％以上の本数となるよう植栽することとし、植栽によらなければ適確な更新が困難な森

林については、標準的な植栽本数を２年以内に植栽する。 

b 間伐 

              複層林への誘導前の間伐においては、収量比数(Ry)が０．８５以上の森林について、０．

７５以下となるよう間伐する。 

c 主伐 

              標準伐期齢時点における立木材積の１０分の５以上の材積が確保されるよう伐採する

ものとする。 

(ﾊ) 長伐期施業を推進すべき森林 

a 植栽 

               主伐後５年経過しても更新が図られていない場合、５年生における期待成立本数の３

０％以上の本数となるよう植栽することとし、植栽によらなければ適確な更新が困難な森
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林については、標準的な植栽本数を２年以内に植栽する。 

b 間伐 

おおむね５年後に樹冠疎密度が１０分の８以上に回復することが見込まれる森林にお

いて、材積率で３５％以内の伐採を行う。 

c 主伐 

              主伐を行う林齢は、標準伐期齢の２倍以上とする。 

(ﾆ) 特定広葉樹育成施業を推進すべき森林 

特定広葉樹の伐採においては、標準伐期齢における立木材積が確保されるように行うこ

と。 

 

２ 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林（木材等生産機能維持増進森 

林）の区域及び当該区域における森林施業の方法 

(1) 区域の設定 

     この森林は、林木の生育に適した森林、林道等の開設状況等から効率的な施業が可能な森林、

木材生産機能の評価区分が高い森林で、自然的条件から一体として森林施業を行うことが適当と

認められる森林とし、その区域は別表１のとおりとする。 

(2) 森林施業の方法 

        木材等林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給するため、生産目標に応じた主伐の時期及び

方法を選定し、植栽による確実な更新、保育及び間伐等を推進する。また、森林施業の集約化、

路網整備や機械化等による効率的な森林整備を行う。 

【別表１】 

区分 森林の区域 面積（ha） 

水源涵養機能維持増進森林 森林整備計画概要図に図示 1,440.26ha 

山地災害防止・土壌保全機能

維持増進森林 
森林整備計画概要図に図示 431.56ha 

快適環境形成機能維持増進森

林 
森林整備計画概要図に図示 135.88ha 

保健文化機能維持増進森林 森林整備計画概要図に図示 1,611.42ha 

その他の公益的機能維持増進

森林 
森林整備計画概要図に図示 0.00ha 

木材等生産機能維持増進森林 森林整備計画概要図に図示 7,592.50ha 
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【別表２】 

区分 施業の方法 森林の区域 面積（ha） 

水源涵養機能維持増進森

林 
伐期の延長を推進すべき森

林 

森林整備計画概要図に図示 1,056.87ha 

山地災害防止・土壌保全機

能維持増進森林、快適環境

形成機能維持増進森林、保

健文化機能維持増進森林 

長伐期施業を推進すべき森

林 

森林整備計画概要図に図示 1,611.42ha 

複層林施業を推進すべき森

林 

（択伐によるものを除く） 

森林整備計画概要図に図示 0.00ha 

択伐による複層林施業を推

進すべき森林 
森林整備計画概要図に図示   467.79ha 

特定広葉樹育成施業を推進

すべき森林 
森林整備計画概要図に図示     0.00ha 

 

第５ 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項 

 

１ 森林の経営の受委託等による森林の経営規模の拡大に関する方針 

   森林の整備及び保全を着実に推進するため、森林・林業・木材産業関係者及び関係機関の合意形成

を図り、施業の受委託、林業事業体の体質強化及び高性能林業機械の積極的導入を図るとともに、作

業路網の整備、木材加工・流通の合理化等の条件整備を総合的に推進するよう努める。 

 

２ 森林の施業又は経営の受託等による規模拡大を促進するための方策 

   森林所有者等へ長期の施業の委託等森林の経営の委託の働きかけに努めるとともに、施業の集約

化に取り組む者に対する森林の経営の受託等に必要な情報の提供及び公開並びに助言及びあっせん、

地域協議会の開催による合意形成に努め、また、森林の経営の受託等を担う林業事業体等の育成を図

ることとする。 

その際、長期の施業等委託が円滑に進むよう、林地台帳の森林所有者情報の精度向上や、航空レー

ザー測量等による森林資源情報の整備を促進し、面的な集約化を図る。 

 

３ 森林の施業又は経営の受託等を実施する上で留意すべき事項 

    森林の施業又は経営の受委託においては、次のような内容について「森林経営委託契約」を取り交

わして行うことが望ましい。 

(1) 委託事項  

イ 立木竹の伐採、造林、保育その他の森林施業を実施すること。 

ロ 伐採した木竹の販売を実施すること。 

ハ 森林の保護に関して次のことを行うこと。 

(ｲ) 森林の現況把握 

(ﾛ) 火災の予防及び消防 

(ﾊ) 盗伐、誤伐その他加害行為の防止 
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(ﾆ) 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止 

(ﾎ) 森林の境界の巡視 

(ﾍ) 前記について異常を発見したときに行う必要な措置 

(2) その他重要な事項 

イ 森林への立入り及び施設の利用等 

ロ 森林経営計画の作成及び実行 

ハ 委託事項に関する実施状況の報告及び是正要求等 

ニ 費用の負担等（委託料の請求を含む） 

ホ 損害の填補等 

ヘ 災害等による委託事項の不実施 

ト 債務不履行による契約の解除 

 

４ 森林経営管理制度に関する事項 

(1) 森林経営管理制度に関する基本的な考え方 

森林の多面的機能発揮のため、森林の経営管理（自然的経済的社会的条件に応じた適切な経営

又は管理を持続的に行うことをいう。以下同じ。）を森林所有者自らが実施出来ない場合には、

経営管理の委託を受け、経営管理に適した森林については、宮城県が公表する意欲と能力のある

林業経営体に再委託するとともに、再委託できない森林及び再委託に至るまで間の森林について

は経営管理を実施する。 

  (2) 意向調査の対象となる森林の考え方 

水源涵養機能、木材生産機能、生物多様性保全機能等の森林の多面的機能発揮のための間伐等

の施業が長期間に渡り実施されていない人工林（公有林を除く）を中心に意向調査を実施するこ

ととする。 

 

第６ 森林の施業の共同化の促進に関する事項 

１ 森林施業の共同化の促進に関する方針 

   多くが小規模な森林所有形態である中、計画的かつ効率的な森林施業の実施のため、森林管理署、

町、森林組合、森林所有者等の林業関係者の連携強化を図り、森林施業の共同化、森林組合等への施業

委託を推進する。 

 

２ 施業実施協定の締結その他森林施業の共同化の促進方策 

   森林施業の計画的な実施及び施業の共同化を推進するため、林業普及指導員、森林組合等と連携し

普及啓発活動を行い、森林施業を共同して行うための合意形成に努める。 

   また、森林組合法による共同施業規程制度との連携及びその活用に十分配慮し、森林所有者間の自

主的な話し合いを基礎とした施業実施協定の締結を促進する。 

   さらに、林業を専業としていない森林所有者及び不在村所有者の多い地区においては森林組合によ

る施業の受委託を促進し、適正な森林整備に努める。 

 

３ 共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項 

   森林施業を共同で実施するにあたり、全員で年次別の実施計画を作成するなどして共同者の十分な

合意が図れるよう努め、作業路網その他施設の円滑な運営管理に努める。 

 

 



14 

第７ 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項 

１ 路網の整備に関する事項  

(1) 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システム並びに作業路網等整備    

とあわせて効率的な森林施業を推進する区域に関する事項 

     路網整備にあたっては、傾斜等自然条件、事業量のまとまり等地域の特性等に配慮し、森林施

業を効率的に実施するため、高性能林業機械を組み合わせた低コスト・高効率な作業システムに

対応したものとする。 

        その際、次の傾斜区分ごとの路網密度を目安として林道（林業専用道を含む）及び森林作業道

を適切に組み合わせて開設することとする。 

        なお、路網密度の水準については、木材搬出予定箇所に適用し、尾根、渓流、天然林等の除地

には適用しないものとする。 

  

区 分 作業システム 
路網密度 

（m/ha） 

 

基幹路網 

緩傾斜地（0°～15°） 車両系作業システム 110以上 35 

中傾斜地（15°～30°） 
車両系作業システム 85以上 25 

架線系作業システム 25以上 25 

急傾斜地（30°～35°） 
車両系作業システム 60＜50＞以上 15 

架線系作業システム 20＜15＞以上 15 

急峻地（35°～） 架線系作業システム 5以上 5 

 

       路網整備等推進区域 

路線整備等推進区域 面積（ha） 開設予定路線 開設予定延長(m) 対図番号 備考 

該当なし      

(2) 作業路網の整備及び維持運営に関する事項 

イ 基幹路網に関する事項 

           適切な規格・構造の路網の整備を図る観点から、基幹路網整備にあたっては、林道規程（昭

和４８年４月１日付け４８林野道第１０７号林野庁長官通知）又は宮城県林業専用道作設指針

に則り開設することとする。 

      なお、基幹路網の開設に当たっては、自然条件や社会的条件が良好であり、将来にわたり育

成単層林として維持する森林を主体に整備を加速化させるなど、森林施業の優先順位に応じた

整備を推進する。 

 

       基幹路網の整備計画 

開設/ 

拡張 
種 類 区分 

位置

（字，林

班等） 

路線名 
延長（ｍ） 

及び箇所数 

利用区域

面積(ha) 

前半５ヶ年

の計画箇所 

開 設 自動車道  大 久 保 大 久 保 線 1,500 39  

開 設 自動車道  内 山 内 山 ２ 号 線 1,000 38  

開 設 自動車道  街 道 方 保呂羽南面線 1,500 60  
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開 設 自動車道  桵 葉 沢 惣 内 山 西 線 2,000 100  

開 設 自動車道  中 在 ブ ド ウ 沢 線 900 58  

開 設 自動車道  上 沢 刈 松 辺 線 1,500 62  

ロ 細部路網の整備に関する事項 

           適切な規格・構造の路網の整備を図る観点から、宮城県森林作業道作設指針に則り開設する

こととする。 

 

(3) 基幹路網の維持管理に関する事項 

        「森林環境保全整備事業実施要領」（平成１４年３月２９日付け１３林整整第８８５号林野庁

長官通知）、「民有林林道台帳について」（平成８年５月１６日付け８林野基第１５８号林野庁

長官通知）等に基づき、管理者を定め、台帳を作成して適切に管理する。 

 

２ その他必要な事項 

   木材搬出・森林整備のため必要な施設 

施設の種類 位置 規模 対図番号 番号 

該当なし     

 

第８ その他必要な事項 

１ 林業に従事する者の養成及び確保に関する事項 

    林業就業者の雇用関係の明確化、安定化を図るとともに、社会保険等への加入促進など就労条件の

改善、労働安全衛生の確保等に努める。また、農林家の後継者等が林業への関心を持ち、林業に就業

する環境を整備するとともに、林業研究グループ等若手林業後継者の活動を育成・支援し、林業後継

者を育成する。 

あわせて、林業への新規参入・起業など林業従事者の裾野の拡大、外国人材の適切な受け入れ等に

取り組む。 

    

２ 森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項 

   素材生産性の向上、労働安全性の向上及び労働強度の軽減を図るため、高性能林業機械の導入を推

進するとともに、伐採搬出作業等を主体とする森林施業を効率的に実施するため、高性能林業機械を

活用した作業システムの普及及び定着を推進する。 

 

       高性能林業機械を主体とする林業機械の導入目標 

作業の種類 現状（参考） 将来 

伐倒 

造林 

町内（緩傾斜地） 
チェンソー、プロセッ

サ・フォワーダ 

ハーベスタ、フォワーダ 

町内（急傾斜地） 
チェンソー、タワーヤ

ーダ、プロセッサ 

チェンソー、スイングヤー

ダ、プロセッサ 

 

３ 林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項 

   森林組合・素材生産業者等の事業体が、流域を単位として計画的な林産物を生産し、安定的な供給

が可能となる体制の整備に努めるとともに、事業の共同化、銘柄化の体制の整備に努める。 

   また、最初に木材の譲受け等をする木材関連事業者の取扱う全ての木材が合法性確認木材となる



16 

よう、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（平成２８年法第４８号）に基づき、木材

関連事業者の合法性の確認等の実施及び合法伐採木材の取扱数量の増加の取組を進める。 

 

    林産物の生産（特用林産物）・流通・加工・販売施設の整備計画 

施設の種類 
現状（参考） 計画 

備考 
位置 規模 対図番号 位置 規模 対図番号 

ｼｲﾀｹ人工ﾎﾀﾞ場 

・発生棟 

桜沢地内 

入大船地内 

５棟 

１棟 

 

 
    

 

４ その他必要な事項 

森林の多面的機能の発揮に重要な役割を果たしている山村の振興の観点から、林業及び木材産業

の就業機会の創出や生活環境の整備等により、山村地域における定住促進を図るとともに、レクリエ

ーションや環境教育の場としての森林空間の総合的な利用を推進し、都市と山村の交流促進を図る

こととする。また、地域住民、ＮＰＯ等の多様な主体による森林資源の利活用を推進する。 

 

Ⅲ 森林の保護に関する事項 

 

１ 鳥獣害の防止に関する事項 

(1) 鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害防止の方法 

    鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法については、伐採後の適確な

更新の確保及び造林木の着実な育成を確保し、森林の有する公益的機能の維持を図るため、野生

鳥獣による森林の被害状況等を勘案し、以下のとおりとする。 

  イ 区域の設定 

    区域の設定はニホンジカを対象鳥獣とし、「鳥獣害防止森林区域の設定に関する基準につい

て」（平成２８年１０月２０日付け２８林整研第１８０号林野庁長官通知）に基づき、森林及び

被害が生ずるおそれのある森林等について、林班を単位として設定し、その区域は別表３のとお

りとする。 

  ロ 鳥獣害防止の方法 

    鳥獣害防止対策については、下記（イ）、（ロ）により実施することとし、特に人工植栽が予

定されている森林を中心に推進することとする。 

    なお、植栽木の保護については、保護対策の被害防止効果の発揮を図るとともに、鳥獣保護管

理施策や農業被害対策と連携・調整の上、実施するものとする。 

   (ｲ) 植栽木の保護措置 

     現地調査等による森林モニタリングを実施するとともに、幼齢木保護具の設置や剥皮防止

帯の設置等適切な保護対策を行うものとする。 

(ﾛ) 捕獲 

   捕獲については、くくりわなによる捕獲及び誘引狙撃等の銃器による捕獲を実施する。 

 【別表３】 

対象鳥獣の種類 森林の区域 面積（ha） 

ニホンジカ 南三陸町全域  

 

  (2) その他必要な事項 

     鳥獣害の防止の方法の実施状況については、行政（国、県、周辺市町村）、森林組合及び森林
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所有者等による巡回及び情報収集により確認し、鳥獣害の防止の方法が実施されていない場合に

は、森林所有者等に対する助言・指導等を通じて鳥獣害の防止を図る。 

 

２ 森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林保護に関する事項 

 

(1) 森林病害虫等の駆除及び予防の方法 

   イ 森林病害虫等の駆除又は予防の方針及び方法 

      松くい虫被害については、防除対策の重点化等地域や被害程度に応じた被害対策を推進し、感

染源を除去するという観点から積極的に樹種の転換を図ることとし、ナラ枯れ被害については、

被害拡大防止のため、監視体制の強化と被害木の早期駆除に努める。 

ロ その他 

       被害対策、被害監視及び防除実行について効果的に実施するため、行政（国、県、周辺市町村）、

森林組合及び森林所有者等の連携・地域の体制づくりを推進する。 

  (2) 鳥獣害対策の方法 

     １の(1)イにおいて定める対象鳥獣以外の鳥獣による森林被害対策及び鳥獣害防止森林区域外

における対象鳥獣による森林被害対策については、鳥獣保護管理施策との連携を図りつつ、森林

被害のモニタリングや防護柵の設置等広域的な防除活動を実施するとともに、野生鳥獣との共存

にも配慮した森林の整備及び保全を図ることとする。 

 

３ 林野火災の予防の方法 

    山火事を未然に防止するため、林内歩道等の整備を図りつつ、山火事パトロール等を適時適切に実

施するとともに、防火線及び防火樹帯等の整備、標識等の設置及び地域住民への普及啓発を図る。 

 

４ 森林病害虫の駆除等のための火入れを実施する場合の留意事項 

   病害虫駆除のため火入れを実施する場合は、強風注意報、異常乾燥注意報、又は火災警報は発令さ

れていない日を選び、火入責任者を定め火入従事者の適正な配置が完了し、かつ、現地の気象状況に

異常が認められないことを確認したのちに実施するものとする。 

   また、火入地の周囲に幅５メートル以上の防火帯を設け、その防火帯の中に立木その他の可燃物を

除去し延焼のおそれがないようにするものとする。 

 

５ その他必要な事項 

 

(1) 病害虫の被害を受けている等の理由により伐採を促進すべき林分  

 風害、病害虫等の被害を受けている又は被害を受けやすい林分であって、伐採して更新を図る

ことが望ましいものは次のとおりである。 

       病害虫の被害を受けている等の理由により伐採を促進すべき林分 

森林の区域 備考 

（志津川地区） 

１ハ２・ハ７・ハ８・ヘ３・ヘ８、３ロ４・ハ２－１、１２ニ８－

１・ニ１０、１３イ３、２４ヘ５、４１ロ１９・ハ１２・ニ１１、

４３ロ１４－１・ハ７、５８イ５、５９イ１０－１・イ１０－２・

イ１１、６３ハ３０・ニ４－１・ホ２２・ヘ１３、６６ロ３・ロ３

－１・ロ４・ロ５－１・ロ６・カ２、６７チ４、６８ヘ６、７０ハ

１７・ハ１７－２・ハ２１－１・ハ２３・ニ３・ニ６・ニ１０・ニ

 

・伐 採 方 法：主伐 

・伐採後の更新：天然更新 

・更 新 時 期：１１～３月 

 

病害虫の蔓延のため緊急に

伐倒駆除する必要が生じた



18 

１０－１・ニ２３－１・ニ２５－１・ホ９・ホ１０・ホ１３、７５

イ５・イ７・イ９・イ１２－１、７７イ３９－１・イ４０・ロ１・

ロ４・ロ１７・ロ１９・ロ２２・へ２２、１０４ロ２０・ロ３５・

ロ３５－１、１０７イ２３・イ２５、１０８ヘ１８ 

 

（歌津地区） 

２ヘ７、８イ１３・イ１４・ヘ２・ヘ８・ヘ９・ト８、９イ１０・

イ２０、２４ニ７・ニ１１・ヘ１６・ト２・ト３・ト４・ト６・ト

８・ト１０、２６ハ１６、３７イ１３、３９ロ６・ロ７、４０ハ３・

ニ１・ニ７、４７ニ５、５２チ３２、５４ト８ 

場合については、ここに定め

る森林以外の森林であって

も、伐採を促進することにつ

き、町長が個別に判断するも

のとする。 

 

 

 

 

 

Ⅳ 森林の保健機能の増進に関する事項 

１ 保健機能森林の区域 

    森林の保健機能の増進を図るため、「森林の保健機能の増進に関する特別措置法」第５条に規定す

る保健機能森林の区域等は、次のとおりである。 

    保健機能森林の所在 

森林の所在 森林の林種別面積（ha） 

備考 
位置 林小班 合計 人工林 天然林 

無立木

地 
竹林 その他 

該当な

し 
        

 

２ 保健機能森林の区域内の森林における造林、保育、伐採その他の施業の方法に関する事項 

    保健機能の一層の増進を図るため、施設の設置に伴う森林の有する水源涵養、山地災害防止等の機

能の低下を防止し、利用者が快適に散策等を行えるよう森林施業を行うこととし、次のとおり定め

る。 
 

    造林、保育、伐採等の施業の方法 

施業の区分 施業の方法 

該当なし  
 

３ 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備に関する事項 

(1) 森林保健施設の整備 

イ 整備することが望ましいと考えられる主な森林保健施設（該当なし） 

ロ 森林保健施設の整備及び維持運営に当たっての留意事項（該当なし） 

(2) 立木の期待平均樹高 

      宮城県の民有林林分収穫表から求められる期待平均樹高を踏まえ、立木の樹高との調和に配慮

した施設整備を行うこととする。 
 

４ その他必要な事項 

    森林保健施設は、自然環境の保全、国土の保全及び文化財の保護に配慮するとともに、地域の実状、

利用者の意向等を踏まえて整備することとする。 
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Ⅴ その他森林の整備のために必要な事項 

１ 森林経営計画の作成に関する事項 

(1) 路網の整備の状況その他の地域の実情からみて造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として

効率的に行うことができると認められた区域 

  (森林法施行規則第 33条第 1号ロの規定に基づく区域について、次のとおり定めるものとする) 

地区の名称 林     班 区域面積 

尾崎～草木沢 ３５～３８、４５～５７ 759.29ha 

伊里前～樋の口 ２１～３４、３９～４４ 947.05ha 

韮の浜～払川 １～２０ 1,013.72ha 

山の神平～林際 ４５～５７ 668.81ha 

童子下～岩沢 ２５～４４、５８、６０ 929.79ha 

桜沢～入大船沢 １～２４ 1,336.30ha 

細浦～米広 ８８～１００ 722.04ha 

荒砥～立沢 ８０～８７、１０１～１０８ 723.70ha 

大森～大沢 ５９、６９～７９ 713.51ha 

小森～黒崎 ６１～６８ 542.98ha 

折立～切曽木 １３３～１３５、１３７～１４９ 979.50ha 

瀬保の口～波伝谷 １２６～１３２、１３６ 584.09ha 

津の宮～寺浜 １０９～１２５、１５０ 821.88ha 

(2) 森林経営計画を作成するに当たり、次の事項について適切に計画するものとする。 

ア Ⅱの第２の３の植栽によらなければ適確な更新が困難な森林における主伐後の植栽 

イ Ⅱの第４の公益的機能別施業森林の施業方法 

ウ Ⅱの第６の３の森林の施業又は経営の受託等を実施する上で留意すべき事項及びⅡの第７の

３の共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項 

エ Ⅲの森林病害虫の駆除又は予防その他森林の保護に関する事項 

 

２ 森林整備を通じた地域振興に関する事項 

   地域林家の貴重な収入源である特用林産物等の生産及び販売について、経営体質の強化を図りつ

つ振興する。 

家屋等の建築にあたり、使用する材料の一部に地元産材を積極的に利用してもらうよう独自の補

助制度を創設し、森林生産の保続及び森林生産力の増進を図ることにより、森林環境並びに地域の活

性化を図る。 

当町は、震災復興計画の目標の一つに「自然と共生するまちづくり」を掲げており、資源循環型の

まちづくりの一環として再生可能エネルギーの活用を検討した結果、「バイオマス産業都市構想」を

まとめ上げた。 

   この構想に基づき、未利用間伐材及び林地残材を活用して木質ペレットを製造することにより、森

林環境の向上及び林家の所得向上を図る。 
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   また森林が持つ二酸化炭素の吸収能力をフォレストックによりクレジット化し、企業等に販売譲

渡することにより得られた収益を活用し、更なる森林整備を推進する。 

平成２７年に町内森林の一部がＦＳＣ認証を取得し、森林の適正な管理・運営に努め、生態系や自

然環境に配慮しながら国際基準に適合した木材の生産・流通を図っている。今後もＦＳＣ認証森林の

拡大を図りながら、森林の持つ多面的な働きを考慮し森林経営を推進する。 

 

３ 森林の総合利用の推進に関する事項 

「正鵠の森」、「リアスの森」、「野鳥の森」、「田束山」は町内有数の風光明媚な森林であり、

森林レクレーションや保健休養の場として利用され、また、観光拠点としての整備が期待されてい

ることから、優れた自然環境を生かした森林整備及び施設整備を推進する。 

 

森林整備及び施設整備推進箇所 

施設の種類 
現状（参考） 将来 

対図番号 
位置 規模 位置 規模 

正 鵠 の 森 上保呂毛 

自然環境を重視した豊かな緑を町民の

財産として保存し、緑の大切さを広く提

唱するとともに、優れた自然環境を将来

に継承していくための整備を推進する。 

上保呂毛   

リアスの森 上 沢 前 

森林レクレーション等を通じて自然と

ふれあう保健休養の場としての施設整備

を促進する。 

上 沢 前   

野 鳥 の 森 坂 本 

クリ、コナラ等の広葉樹が大部分を占

めている地区であり、鳥類等も数多く生

息しており、野鳥観察及び野草等も多

く、景観を楽しみながらの教育の場とし

て森林整備を推進する。 

坂  本   

田 束 山 樋 の 口 

山頂から３６０度の景色を楽しめる場

所であり、田束山つつじまつりをはじめ

多くの観光客が来ることから、各遊歩道

等の管理等、観光客が自然を満喫できる

ような森林整備を推進する。 

樋 の 口   

 

４ 住民参加による森林の整備に関する事項 

(1) 地域住民参加による取り組みに関する事項 

   林業体験教室の一環として、中学校生徒を対象に植林体験教室を開催するなど、森林資源の重

要性や環境問題に関する啓蒙を図る。 

  また、町民に対して、自然の大切さとふるさとへの愛着を育むため、公民館における町づくり

参加プログラムの中に自然・森林観察体験プログラムを組み込み、森林観察体験等への直接参加を

推進する。 

  海の資源を育む森林機能の醸成を図るため、漁業関係者による広葉樹の植林事業を推進する。 

(2) 上下流連携による取り組みに関する事項 

   水戸辺川・水尻川・八幡川・伊里前川は、本町の水源として重要な役割を果たしていることか

ら、森林、林業への理解と協力を得るため、各河川水源地域と下流の住民の「各種交流会」等を
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開催する。 

(3) 法第１０条の１１の９第２項に規定する施業実施協定の参加促進対策 

   近年、森づくりへ直接参加しようとする機運が年々高まっている。これに対応し、住民からな

るボランティア団体等から森林作業実施場所についての斡旋依頼があった場合は、町として場所

の選定森林所有者等に対する説明を行う等、斡旋活動に積極的に取り組むこととする。 

(4) イヌワシ生息環境再生に向けた取り組みに関する事項 

   イヌワシは、日本で絶滅が危惧されている大型猛禽類であり、南三陸地域は古くからイヌワシ

の生息地として知られていた。当町近辺でも隣市の翁倉山と入谷地域でイヌワシ２組の生息が確

認されていたが、２０１２年以降の生息は確認されていない。 

   町として、持続可能な林業振興がイヌワシの餌狩り場を創出することになり、生息環境の改善

に繋がることから、町の鳥でもあり絶滅が危惧されるイヌワシの生息環境整備に向けて、官民一

体となった森林施業の取り組みを推進していくこととする。 

 

５ その他必要な事項 

(1) 土地の形質の変更に当たって留意すべき事項 

     森林の土地の形質の変更に当たっては、森林の適正な保全と利用の調和に留意するものとする。 

     太陽光発電設備を設置する場合には、小規模の林地開発でも土砂流出の発生割合が高いこと、

太陽光パネルによる地表面の被覆により雨水の浸透能や景観に及ぼす影響が大きいこと等の特

殊性を踏まえ、面積規模に応じた“伐採及び伐採後の造林の届出制度”または宮城県知事への林

地開発許可の手続きを行うとともに、地域住民の理解を得るための取組の実施等に配慮する。 

     加えて、盛土等に伴う災害を防止するため、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律

第１９１号）に基づき、宮城県知事が指定する規制区域の森林の土地においては、森林の谷部等

の集水性の高い場所における盛土等は極力避けるとともに、盛土等の工事を行う際の技術的基準

を遵守する。 


